平成２１年度　第１４回部長会（概要報告）
・日  時　　平成２２年２月１日（月）午前９時～

・場　所　　八尾市役所庁議室
・出席者　  市長・副市長・教育長・病院事業管理者・水道事業管理者・各部局長等
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田中市長あいさつ

皆さんおはようございます。

　昨日に八尾市防災訓練を中部防災基地拠点で行いました。

　関係各機関にご協力をいただき、多くの市民の皆さん方がご参加されました。

　また、遠くは明石市の関係機関からもお越しいただいたわけですが、とりわけ医療機関の皆さん方には今回非常にご協力をいただいた中で、命を守るという視点でしっかりと連携の確認ができたことは心強く感じ、感謝をいたしております。

　一度訓練を経験すると、どのように行動したらよいのかをしっかりチェックできるわけでありまして、こういった経験を多くの市民の皆さんにしていただき、八尾のまちの安心安全を、より強固なものにしてまいりたいと考えております。

　特に、何回も申し上げていますが、国のホームページなどに生駒山地にある活断層の位置が明確にされているわけであり、また、東南海・南海地震の発生確率は３０年以内に５０％とも言われております。そういったことから日頃からの防災意識をしっかりと培っていただかなければなりません。防災計画の見直しもしていただいたところでございますが、自主防災組織をいち早く八尾市全域で作っていきたいと思っています。

 次に、２月３日の庁舎周辺公共施設整備調査特別委員会を皮切りに、行財政改革調査、病院跡地活用調査、広域行政調査の各特別委員会が順次開催されます。

　各委員会に臨むにあたり、議会からのご指摘やご意見に対して、市としての方向性を明確に示し、しっかりとした答弁をお願いしておきます。

　また、資料の作成等についても、今一度確認をお願いします。

　次に、次年度に向けた取り組みということで、平成２２年度市政運営方針、第１０期実施計画や平成２２年度当初予算などの庁議を行い、各施策の方向性について議論を続けてきたところですが、各部局においては、全体観を持ちながらそれぞれの部局の方向性を再確認していただきたいとともに、５年後、１０年後のビジョンをしっかりと創っていただきたいと考えています。

　特に総合計画につきましては、後ほど報告がありますが、行政素案を２月１８日から３月１７日までの１ヶ月間にわたり、市民意見提出制度による募集を行うこととなっています。　総合計画は、１０年間を見据えた本市の経営方針であり、各種の計画の最上位計画としてしっかりとしたものにしなければならないと思っています。

　そのためにも、組織を挙げて、各部局が関係する各団体につきましても意見をいただくよう努力をお願いします。私自身も1月に出席した多くの会合の席でも、市民意見提出制度についての話をさせていただき、是非それぞれ団体あるいは市民として、ご意見をいただきたいと伝えています。各部局においては、それぞれの関連する団体に意見を周知いただくよう話をしてください。

　次に、２月２６日から３月定例会が開会される予定であると聞いています。当然提出資料においてケアレスミスがないかのチェックを改めてしていただきたいと思います。こういったミスは再三にわたり指摘をされておりますので、万事遺漏なくお願いしたいと思います。

　次に、先月２８日に、全国市長会の社会文教委員会と評議員・理事合同会議が開催され、出席してまいりました。

社会文教委員会では、社会保障制度や少子化施策に関する国の予算化について説明を受けるとともに、理事・評議員合同会議では、子ども手当の支給に関する緊急決議を行い、国に対し子ども手当の支給の問題点を指摘するとともに事務の円滑化にむけた制度設計について要請を行っています。

特に、私自身も、保育料等の徴収金に未納がある場合、子ども手当との相殺できる制度設計が必要と考えておりましたが、その点もしっかりと緊急決議には盛り込まれていますので、この点については、引き続き働きかけを続けたいと考えています。

また、前日には、地域情報化のトップセミナーに参加するとともに、先般の国の補正予算にかかるICT関連事業に関するお礼と今後の協力要請のため文科省や総務省に陳情に行ってきました。

次に、危機管理に関し、悪質な書き込みがインターネット上にあったと報告を受けています。

保育所・園及び学校園では既に保護者への注意喚起等を行ったところですが、今後も不審者や安全管理について注意が必要と考えております。

こども未来部及び教育委員会事務局においては、パトロールの実施を行っておりますが、各部局においても、現場等へ出られる際にあっては、不審者の存在等についていつもに増して周辺への注意等行っていただきますようご協力お願いいたします。

このようなことはあってはならないことですし、危機管理としてしっかりと対応いただいていると聞いていますが、今一度、対応の確認、情報伝達などしっかり確認をお願いしておきます。

　関係所属にはご苦労をかけますがよろしくお願いします。

　次に、先日、包括外部監査の結果の報告を受けました。その中での指摘が何点かあったと思います。

　例えば、随意契約をする場合の積算根拠の明示ができていないこと、さらには、随意契約の可否の判断の厳格化がまだまだではないかということ。例を挙げると、システムを開発するということと入力のパンチャー業務は同じように一括して行っている中、パンチャー業務については比較的簡易な作業であるので、分けて入札すべきではないかということです。

　また、重複の排除ということも言われておりました。契約をどう管理していくのかは非常に難しいことではありますが、２００万円以上の契約などの入札をそれぞれの担当課がするのがいいのかどうなのかが問われていると考えています。私自身も入札業務の一元化をしてはどうかと常々お話をしているところです。全てがすぐにできるとは思っていませんが一定そういったことも含めて検討をお願いします。

最後になりますが、今年度も残すところ２ヶ月です。各部局長の皆さん方には、くれぐれも健康管理に留意いただき、実施計画や行財政改革アクションプラン、マニフェスト実行計画、さらに各部局マネジメントなどでうわれている課題や取り組むべき業務についてしっかり整理をしていただき、２月の各特別委員会や３月の定例会を含め、この年度末を乗り切って行きましょう。

 eq \o\ad(案件,　　　　)
１　部局マネジメント目標（当初ビジョン）の実績照会について　　　光久政策推進担当部長
「部局マネジメント目標」は、総合計画をはじめ、やおマニフェストや行財政改革プログラムの実現に向け、

⑴ 部局長の組織運営に関するマネジメント意識の向上を図ること

⑵ 職員が目標を共有して、職務に励むことにより、組織としての力を最大限に引き出すこと
⑶ 部局が重点的に取り組む事業やその成果を市民に分かりやすく説明すること

の３つを目的に、平成１４年度より実施しており、平成２１年度も同様に設定していただいている。

今回、依頼するのは、年度当初に、部局のリーダーである部局長から、平成２１年度における部局としての年間方針を具体的に示していただいた「部局マネジメント目標（当初ビジョン）」について、今年度の実績の報告をお願いするものである。

報告いただいた内容については、次年度において、部局マネジメント目標（当初ビジョン・次年度ビジョン）を設定する際に活用するとともに、ホームページを通じて外部への公表も行う。

依頼する内容等は、資料のとおりであるが、回答方法等の詳細については、２月中旬に改めて電子メールにて依頼するので、よろしく回答いただくようお願いする。

　年度末に向け、大変忙しい中であるが、よろしくお願いする。

※田中人権文化ふれあい部長

部局マネジメントの次年度ビジョンに向けては、現在総合基本計画を策定中であり、施策体系等も変わっていく状況にあるなかで、この実績報告を次につなげる整理の仕方について、どう考えればいいか。

　　⇒光久政策推進担当部長　総合基本計画との関係では、事業の内容が変わる可能性もあるので、別途調整させていただきたい。

２　第５次総合計画基本構想（行政案）の市民意見提出制度の実施について

　　　光久政策推進担当部長

このたび、第５次総合計画基本構想（行政案）をとりまとめ、市民意見提出制度を実施するので、報告する。

総合計画は、市の最上位計画で、今後の１０年間の市の方向性を示すものであることから、できる限り多くの意見をいただきたいと考えている。意見募集の概要については、資料のとおりであるが、各部局においては、職員、関係機関等への周知をお願いする。なお、周知については、本日午後の総務担当所属長会議にて、報告を予定している。また、関係機関への周知については、各部局・所属からお願いする。詳細については、総務担当所属長会議にて、お知らせするので、協力のほど、よろしくお願いする。

また、意見募集終了後には、意見への考え方を公表する。また、意見と意見への考え方については、総合計画審議会に対して、審議における参考資料として提出を予定していることから、作成にあっては、各部局の協力をお願いする。

　※田中市長

　　各部局の関係諸団体にも提供したうえで、是非ご意見をいただけるよう、よろしくお願いする。

　　また、資料を提供するなど、ご意見をいただけるよう周知をお願いしたい。

３　平成２１年度包括外部監査の結果に関する報告書の提出について 光久政策推進担当部長
平成２１年４月１日付けで締結した包括外部監査契約に基づき、「委託契約及び工事請負契約の事務の執行について」を監査テーマとして、包括外部監査が実施された。去る１月２９日には、監査の結果に関する報告と、あわせて組織及び運営の合理化に資するための意見が包括外部監査人から監査委員、市長及び市議会に提出されたところである。

監査の結果の全体的な内容としては、積算の明示、随意契約とする際の判断の明確化、重複の排除などについて指摘いただいたところである。

具体的には積算の明示については、業務委託に係るコスト積算の根拠が明確になっていないものが多く、積算過程の示し方、留意点、チェック項目などをガイドラインとしてまとめるなどの改善が必要であるとの指摘があった。

随意契約とする際の判断の明確化については、現状では、随意契約を採用した理由として、業務の特殊性・専門性があるものとされているものの、業務内容から判断して疑問と思わざるを得ないものや、従来から随意契約を締結しているために引き続き随意契約としているものが見受けられるため、透明性の確保などの取り組みが肝要であるとの指摘があった。

　　重複の排除については、全庁的な視点からの業務の重複排除の取り組みが十分行われておらず、各部局で共通する業務が個別発注している可能性が高く、スケールメリット・事務処理において非効率であることから、契約情報の一元管理などにより、部局横断的な業務発注の実施や、情報機器に係る保守業務の長期継続契約の活用などにより合理化を図る必要があるとの指摘があった。

なお、報告内容については、監査委員より公表されるとともに、市政だより３月２０日号において報告書の提出についてのお知らせを掲載する予定となっている。

今後の本市の取り組みとしては、外部監査制度が地方公共団体の行財政運営に資することを期待して導入された趣旨を踏まえて、出された意見についての分析、検討を行い、今後の行財政運営に反映できるよう努めてまいりたいと考えている。

以上、平成２１年度包括外部監査の結果に関する報告書の提出について報告とさせていただく。よろしくお願いする。
４　平成２２年度一般会計当初予算の概要」について
　　　　　　　中村財政部次長

当初予算について、１月１８日と１９日の２日間で市長査定を受け、１月２７日に示達させていただいたところである。各部局の皆様には、１０月１４日に予算編成方針説明会を開催し、この間、何かと理解と協力をいただいたことに、改めて感謝を申し上げます。
それでは、資料の「当初予算の概要」シートをご覧いただきたい。

まず、一般会計の、予算規模であるが、総額８９９億８,１３１万円で、前年度と比較すると、４２億８,２２５万２千円の増、率で５.０％の増となっている。なお２２年度においても、借換債の関係の予算を歳入・歳出９億円計上しているので、両年度、この関係経費を除けば、２２年度８９０億８,１３１万円で、対前年度５２億５,２２５万２千円の増、率で６.３％の増となっている。

それでは、歳入予算で、一般財源である市税においては、３６９億７,０００万円と見込み、対前年度で２２億８,０００万円の大幅な減収と見込んでいる。譲与税・交付金は、合わせて４１億５,１００万円と見込み、こちらも対前年度５億４,４００万円の減と見込んでいる。

一方、地方交付税及び市債のうちの臨時財政対策債を合わせた、実質的な交付税については、地方財政収支の大幅な赤字に対処するため、交付税の国の予算が対前年度１兆円増額され、また臨時財政対策債においても対前年度２兆５,０００億円、５０％程度伸ばされたことにより、本市では、合わせて１２９億３,０００万円、対前年度２７億円の増収と見込んでおり、市税・譲与税・交付金の減２８億２,４００万円について、概ね補てんができたところである。

特定財源では、国庫支出金が大幅に伸びており、これは子ども手当の創設、また、生活保護費の増大によるものである。財源調整のための財政調整基金及び公共公益施設整備基金の繰入については、前年度と同額の３０億円を取り崩すこととしている。

次に歳出予算であるが、まず、人件費については、１８１億９,５００万円で、対前年度４億８,０７９万円の減となっている。物件費では、ＩＴ関係経費の増等、扶助費では、子ども手当の皆増、生活保護費の増等、補助費等では、自立支援費、病院繰出金等で増となり、公債費については、借換償還元金の減、投資的経費では、旧病院跡地取得費の皆減などにより減となっている。

下段は、歳出の目的別の状況となっているので、後ほど参照願う。

次に、「一般財源の状況」シートであるが、財政調整基金及び公共公益施設整備基金は、加味せず、歳入歳出の財源不足額として表示をしている。

歳入一般財源合計は、５４７億９,７００万円で、対前年度７,３００万円の減となり、依然として歳入一般財源が伸びない状況が続いている。特に、市税の約３７０億円は、平成元年度当時の税収となっている。

個々の一般財源の状況は、資料のとおりであるので、後ほど参照願う。

＜意見等発言は特になし＞
５　「障害」の「害」の表記見直しについて
　　　　　　　　　　 木村健康福祉部長

本件については、先月の部長会において提案させていただいたが、再度検討するようにとの指示を受けたので、関係各課（政策推進課、総務課、政策法務課、人権政策課、こども政策課、人権教育課、指導課、障害福祉課）で構成する検討会議（座長　健康福祉部長）を設置し、再度検討を行ったので、その検討結果を踏まえ、指針として提案させていただく。
　　まず、「漢字表示」を「ひらがな表示」に変更することについての法律上の問題点について、本市の顧問弁護士２人に意見を求めたところ、２人とも、現在、表記の方法については、法令で規定されていないため、表示の変更については、自治体の自由裁量の問題であり、表示を変更することによって、市民の権利・義務になんら影響を与えないとのことである。
　　次に、表示の変更に関するいわゆる「一括改正条例」を制定することについては、自治体の強い意思を示すことになり好ましいことではあるが、条例施行後は表示変更の徹底を図る必要があり、看板やプレート表示の変更や、大量に作成した書類等もそのままでは条例違反となるため、変更や訂正を行う必要が生じる。
また、誤って漢字使用した場合も条例違反となるため、多大な労力や費用を要することとなる。
さらに、老人から高齢者に変更したことや、こどもの表示を変更したことなど、他の事象にも影響を与えることにもなる。
また、現在、国においては、「障がい者制度改革推進本部」が設置され、その下部組織として、障害者や障害者団体の幹部が構成員の過半数を占める「障がい者制度改革推進会議」が設置され、「障害者」の定義そのものが見直されることになっている。また、「障害」という表現そのものに異論を唱えられている関係者もおられることから、「障害」という表現が変更される可能性も否定できない現状である。
　このようなことから、本市においては、表示の変更のための「一括改正条例」の制定は行わないこととする。なお、現在、我々が把握している何らかの形で条例等の改正を行った自治体は３自治体（山形県、新潟市、福岡市）である。
　次に、「漢字表記」を「ひらがな表記」に変更する範囲については、基本的には、「障害」という言葉が、前後の文脈から人や人の状態を表す場合には「ひらがな表記」とするが、次のような場合は、引き続き「漢字表記」とする。①法令・条例・規則・規程、訓令、告示。なお、要綱については「漢字表示」又は「ひらがな表示」とする。(内容等に応じての選択)。②法人、団体、組織、施設名などの固有名詞③医学用語、学術用語等の専門用語として漢字使用が適当な場合。④他の文書や法令等を引用する場合（ひらがなで表示されている場合は「ひらがな表示」とする。）⑤法令や条例等に基づく制度名⑥その他漢字の使用が適切と認められる場合。　　　

なお、疑義等が生じた場合は、障害福祉課等関係課で対応を協議することとする。
　　次に、表示の変更を行う時期については、基本的には本年４月１日からとし、その対象となるものは、基本的には本年４月１日以降に策定・作成する全ての文書、書類、刊行物等とするが、次のようなものは対象外とする。①現在策定・作成中のもので、本年４月１日以降も使用するもの（次世代育成支援行動計画、次期総合基本計画、予算関連書類等）については、前倒ししての「かな表示」とする。②既に大量に作成済みの申請書類や封筒、パンフレット等については、漢字表記のままの使用を認める。③施設に掲げている看板等、表示変更のために多額の費用を要するもの等についても、引き続き「漢字表示」のままとするが、新たに作成する機構図での名称、障害福祉課の表示プレートや庁内案内板については、ひらがな表示に改めるべきであると考えている。
　　なお、疑義等が生じた場合は、障害福祉課等関係課で対応を協議することとする。
最後に今後のスケジュールについてであるが、今回の提案を本日の部長会で報告した後、障害者団体等関係団体等や議会への報告（２月１６日の各派代表者会議での報告を予定）を行うとともに、障害福祉課から全課メールで庁内周知を行う予定であるのでよろしくお願いする。

　　また、各課から質問があれば、それを問答集として作成し、各課にお返ししたい。
　※光久政策推進担当部長

「新たに作成する機構図」とあるが、規則等にある機構の組織名称は漢字のままで、人事課等が毎年作成するような機構図の組織名称はひらがな表記ということでよいのか。
また、人事異動の発令にある組織名称については漢字でよいか。

　　⇒木村健康福祉部長　そのとおりである。毎年作り変えるような機構図はひらがな表記とする一方、人事異動の発令に使用する組織名称は漢字とする。

　※岡村教育次長

　　「害」を「碍」とするような報道も一部であるが、それとの関連はどうか。

　　⇒木村健康福祉部長　歴史的経過もあるなかで、漢字表記では国も府も「害」と表記しており、今後国の検討結果などを見極めていきたいと考えている。

６　第５７回成人式の職員応援について
　　　　　　　　　　　　斉藤こども未来部長　

本年度の成人式は、八尾市総合体育館で平成２２年１月１１日に開催した。

　　主催として、八尾市及び八尾市教育委員会、並びに選挙管理委員会で開催している。

　　対象者は、平成元年４月２日から平成２年４月１日までに生まれたもので、男性１,３９９人、女性１,２３０人で合計２,６２９人となっており、当日の参加者は男性９５１人、女性９０２人で合計１,８５３人となっており、７０.５％の参加率となった。

内容については、オープニングで「金光八尾中学校、高等学校によるブラスバンド」で始まり、第１部の式典では、国歌斉唱、市民憲章の唱和、市長よりのお祝いのことば、市議会議長よりの励ましのことば、祝電の披露の後、成人代表の誓いのことばの発表があった。

また、第二部のアトラクションには、昨年同様に、箕面自由学園高等学校のゴールデンベアーズによるチアリーディング、抽選会を実施した。

いずれも、本年に募集した成人式実行委員会２１名により企画検討したものである。

なお、本年度の成人式においては、八尾市女性団体連合会５０人、八尾市青少年育成連絡協議会７０人の応援をいただき、また、関係各課の職員１１８人の多くの方々の協力をいただき、成人式も無事に終えることができた。この場をお借りして、お礼を申し上げる。

＜意見等発言は特になし＞
７　その他案件

（１）平成２１年度やおちょい変え運動庁内報告会の実施について　　光久政策推進担当部長

平成２１年度やおちょい変え運動については、８月から１２月の業務改善強化期間中に各職場において取り組んでいただき、１月初旬に実施内容報告書と、取り組みを自己採点するアンケートをご提出いただいたところである。

提出いただいた内容を踏まえ、先般、ちょい変え運動実行委員会において、アンケートの採点結果が高得点であったチームを中心に報告会の参加者を決定し、庁内報告会の参加を依頼させていただいたところである。

今年度の庁内報告会は、資料に記載のとおり、２月２３日（火）１３時から１７時に第２委員会室での実施を予定している。詳細について、行政改革課のキャビネットに掲載する「実施要領」等にて、確認いただくようお願いする。

なお、庁内報告会で最優秀賞に選ばれたチームについては、平成２２年３月１９日（金）に東京都中野区で開催される　『第４回全国都市改善改革実践事例発表会』に参加していただく。
また、各部局行財政改革推進会議座長をはじめ関係各位においては、業務に支障のない範囲で報告会へ出席いただくとともに、所属職員の参加・見学に配慮をお願いする。
　※田中市長
　　今回の提案件数は全部でどれぐらいだったか。
　　⇒光久政策推進担当部長　２００件ぐらいである。
　※田中市長　

「ちょい変え通信」など、面白い試みもしていただいており、来年も引き続き、それぞれの部局ですすめてもらいたい。
　　⇒光久政策推進担当部長　業務改善は、小さなことの積み上げであり、きっかけづくりをしないといけないと考えている。また、全庁的なものに高めるためにはこのような機会が大事で、これは発案者に返ることにもなり、今後とも続けていきたいと考えているので、よろしくお願いする。

　　　⇒田中市長　これに限らず、日常業務で改善できることは多く、気づいたらすぐに実行することが大切などで、よろしくお願いしたい。
（２）平成２１年度八尾市防災訓練の実施報告について
　　　　　　　芦田総務部長

昨日、大阪府中部広域防災拠点において開催した平成２１年度八尾市防災訓練については、公務多忙中にも関わらず、各部局長をはじめ、当日、参加いただいた応援職員の皆さんには、大変ご苦労をおかけした。

お蔭をもって、小雨模様の中にもかかわらず、田井中地区住民の方々、八尾市医師会、八尾警察署など関係機関や諸団体の方々、約４００名に参加の協力を得て、大地震による大規模集団災害や要援護者の安否確認訓練に取り組んでいただいた。お礼申し上げる。

また、今年度の訓練会場については、大阪府の協力を得て、会場として初めて、中部広域防災拠点を使用して訓練を実施し、ドクターヘリ、ドクターカーを駆使した負傷者へのトリアージ訓練など応急措置訓練などの実践を行った。

先月、ハイチ共和国で起った大地震では、推定死者が十数万人に及ぶなど、単一の地震災害としては近年空前の大規模なものとなったと聞いており、あらためて、防災訓練の重要性を認識したところであり、今後も、防災訓練については、地域住民の参加を得ながら、出来るかぎり、実践的な訓練内容とするよう努めてまいりたいと考えている。
企画・立案段階から協力をいただいた消防本部並びに消防署の関係職員の方々をはじめ、各部局長に対して、この場をおかりしてあらためてお礼を申し上げる。

　※野村水道事業管理者　
　　部局長への連絡については、昨年登録した携帯等のメールアドレスへの発信も実践訓練のひとつとしてとらえ、是非庁内メールと同時に発信していただくようお願いする。

　　⇒芦田総務部長　今後は活用させていただきたい。
（３）八尾市会計・出納事務執行マニュアル－公金管理等にかかる

適正な事務執行に向けて－(実務編)の作成等について
　 　　　　　　小山会計管理者
前回の部長会で報告した『会計・出納事務執行マニュアル』については、「公金管理等にかかる事務の適正化推進本部」の方針にもとづき、会計課においてその作成に取り組んでまいったが、配布のとおり、本日付で示させていただく。

この間、監査事務局をはじめ、総務･財政・政策担当部局や建築･土木担当部局はもとより、関係部局の協力をいただき厚くお礼申し上げる。

本マニュアルの位置づけについては、昨年１０月の公金詐取事件を受け、適正化推進本部において示された改善策の一としての取り組みであって、会計事務の重要性に対する認識の再徹底を図るため、マニュアル作成に取り組んできたところである。

内容としては、実務編として、項目ごとに事例などを入れながら、また地方自治法や財務規則など関係法令等もわかりやすく示しながら、解説等している。

とりわけ、公金管理の適正執行の分野では、１０ページ以降に記載のとおり、支出の原則及び支出の特例に関して、具体的事例を入れながら詳しく説明を加えるとともに、今回の事件への対応として、１４ページ以降で、資金前渡及び概算払等の精算処理の方法や意義等についてわかりやすく説明を加えている。

また、２３ページ以降では、工事の支出や工事に伴う委託業務関係の支払等に関して６つのパターンに分類して、今回、具体的な流れについて、添付資料の説明とあわせて、わかりやすく示しさせていただいているので、今後の事務の執行の参考にしていただきたいと考えている。　

今回のマニュアルでは、いくつかの点で見直しした点も多く含まれているので、留意いただくとともに、今後、会計課において、必要に応じて研修等も実施させていただくので、各所属におかれては、本マニュアルを参考にしていただき、公金管理等の適正な事務執行に努めていただくようお願いする。

なお、本マニュアルは、総務担当所属長会議終了後、本日付で掲示板に貼り付けるので、所属職員に対し周知徹底いただきますよう重ねてお願い申し上げる。

　※田中市長
　　資金前渡の件数は、今どれぐらいに減っているのか。
　　⇒小山会計管理者　資金前渡払いは、ほとんどなくなっている状況で、当初７万以上あったものが、４～５千件程度である。

　※田中市長

　　外郭団体でもそのようなことがあれば、それぞれの団体で対応を考えていただきたい。

（４）大邱広域市中区への視察について　　　　　　　　　　　　　　　田中人権文化ふれあい部長
　配付の資料「大邱広域市中区への視察について」を参照いただく。

まず、視察団の派遣期間であるが、すでに報告申し上げたとおり、１月２１日から２３日の３日間、次に２として記載しているとおり、視察団は原副市長を団長とした合計５名である。

次に、３の日程であるが、１日目の２１日は、大邱広域市中区に到着後、表敬訪問及び歓迎式に続き、区議会への表敬訪問で、２日目の２２日は、事業及び施設の視察として、真鍮器博物館、保育園、市場、韓方薬文化館の他、中心市街地整備事業を展開されている地区、最終日の２３日は、伝統家屋保存地区の視察であった。

次に４の視察での主な内容であるが、資料ではその概略を記載している。まずはじめに中区の表敬訪問と歓迎式では、区長、副区長のほか幹部職員による歓迎を受け、ユン区長からは「（両市区の交流は、）２００７年から、相互訪問を行い発展的かつ持続的交流を通じて友好を深めてきている」ことにあわせて、「（本市の）訪問で学んだことがベンチマーキングとして中区の発展に大変役立っている」との言葉を頂いた。

また、併せて区議会への表敬訪問も行い、議長、副議長と双方の区政・市政について情報交換を行った。

次に各事業・施設の視察等の内容であるが、まず、真鍮のドラや生活食器などの製造の歴史を展示している真鍮器博物館へ参って、伝統文化遺産としてその製造技術や製品の展示等の説明を受け、その後、子育て支援施設の視察として、公設民営のクムナム保育園を訪れ、保育室等の保育現場を見せていただくとともに、その運営形態等について意見交換を行った。

そして、西門(ソムン)市場へ案内されたが、ソムン市場は韓国の３大市場という大規模な市場で、市民生活を支える食料や衣類を中心とした流通拠点として活気のあふれたものであった。

次に、古くからの韓国における漢方の拠点として、漢方薬の文化館で、歴史と現在の漢方薬についての説明を受けたが、その周辺に約２００件の漢方薬の商店が集積するという、国内でも他の地区にない特色のあるものであった。

そして、東城路公共デザイン事業、貴金属通り、公共交通機関専用地区へ案内されたが、いずれも、商業・道路・都市計画部門の行政機関が整備委員会を立ち上げ、住民や商業者とともに大胆に展開され、商業振興策だけでなく、景観や道路の安全対策といった施策が一体となった取り組みがされており、都市づくりとして先進的な取り組みがされていた。

また、中区はいわゆる都心であるが、テグ広域市は山に囲まれ、歴史遺産や自然が多くあることから、伝統家屋保存地区にも案内していただいた。スケジュールの関係からテグ広域市内での視察はかなわず、最終日の空港へ向う道中で同様の保存地区への視察となったが、歴史と韓国の生活について学んだところである。以上が、視察先の内容である。

今回の訪問団による視察は、今後の交流に向けた取り組みとして、双方の行政サービスやまちづくりを学ぶため、本市の実務責任者の派遣を行い、中区では、各部局の責任者から各現場で詳細な説明をいただいたが、職員に加えて、視察先の商店街の理事長や各地域のまちづくりを進めている民間人も各視察先で出席いただき説明を受けるなど、官民一体となった取組みが進められており、本市のまちづくりにとって学ぶべきものが多くあったと考えている。

今後とも相互に訪問を行い、視察・研究を積み重ねることにより、両市区の友好を深めてまいりたいと考えている。

　※原副市長

　　今回、私も参加させていただいたが、中区はまちづくりに非常に積極的なまちで、２年前に訪問させてもらったときと街並みがすっかり変わっているというスピード感も持っており、この交流は本市にとっても有益な事業になると感じたところである。

（５）２ちゃんねる掲示板への書き込みに対する対応等について　　　斉藤こども未来部長

　　１月２２日の夕方に八尾警察署から、２ちゃんねる掲示板にこどもを殺める書き込みがあるとの報告を受け、こども未来部と教育委員会で協議し、学校園・保育所に情報提供するとともに、学校にあっては保護者に、保育所にあっては掲示板により周知をさせていただいた。

　　また、週明けの１月２５日には市議会議員全員にＦＡＸにより情報提供させていただいた。その後も、様々な情報や噂が錯綜したことから、八尾警察署にも相談するとともに、１月２７日午後からはこども未来部と教育委員会とで手分けして、市内学校園・保育所周辺等のパトロールを開始している。

　　いまだに噂が広がっており、各部局にあっては、市内に出る際には安全確保をよろしくお願いする。

　※浦上教育推進担当部長

　　この間、保護者も心配され、電話もかなりかかり混乱している。まだまだエスカレートする可能性もあることから、事態を沈静化させるためにも、警察とも協議するなかで、２ちゃんねるの書き込み削除を依頼したが、事件性がないので難しいとの見解である。特に学校園、保育所への周知文を出した目的は、学校園、保育所と地域がいつも以上に連携し、こどもの安全確保をお願いしたいとの意図からである。今後どうしていくのか、危機管理担当とも協議をしてすすめていきたいと考えている。

　　⇒※武田市民ふれあい担当部長　地域防犯の関係だが、各関係機関へは情報提供にとどめている。２５日に防犯協議会の正副会長に情報提供するとともに、自治振興委員会の５役にはご報告させていただいたところであるが、明日の自治振興委員会の幹事会では、状況報告をさせていただく。

　　⇒原副市長　　組織として動く必要があり、このような危機管理をどうしていくのか、確立をお願いしたい。

　　⇒芦田総務部長　本事象についてはご報告いただいており、こども未来部と教育委員会の各危機管理対策本部においてご検討いただき、対応にあたっていただきたいと考えていたが、部局がまたがっていることの情報共有の問題や、沈静化せずに継続している状況も考えると、今後は市全体の危機管理として対応するのか、それぞれの部局における危機管理として対応するのかについて、危機管理担当とともに、関係所管とご相談をさせていただきたい。
　　⇒田中市長　こういった危機管理は、単独部局だけではなかなか難しいので、全体的・組織的な対応をお願いしたい。また、警察の捜査はあるものの、八尾市としては毅然とした対応をしていただきたいと思う。

（６）八尾市芸術文化・スポーツ・生涯学習振興プランの策定について　　　　　植田生涯学習部長

本日、提案させていただくのは、八尾市芸術文化・スポーツ・生涯学習振興プランの策定についてである。

現在本市では、「八尾市芸術文化振興プラン」に基づき芸術文化の振興を、また市民のスポーツや生涯学習の推進を図るべく「八尾市スポーツ振興基本計画」や「八尾市第２次生涯学習振興計画」に基づき諸施策を実施しているが、これらのプラン等については、いずれも２２年度にてプランが終了する。

ついては、次期プランの策定に向けて取り組みを進める必要があり、現在その作業を進めているところであるが、芸術文化並びにスポーツ及び生涯学習の振興に向けてのプラン策定においては、部局間の緊密な連携のもとに各計画の整合性を図るなかで、市民にとってわかりやすい新たな計画として策定するものである。

ついては、策定作業を進めるにあたり、推進本部を設置し取り組んでまいりたいと考えている。推進本部の組織形態としては、まず本部を(部長級等)で構成し、そのもとに幹事会(課長級)、ワーキング部会を設け、それぞれ市民のご意見をふまえて策定していくものとする。
なお、推進本部の設置にあっては、本部構成者として委員をお願いしたり、職員派遣等、皆様方の協力を求めることも多々あるが、よろしくご協力をお願い申し上げる。

　※田中市長
　　全体的な話であるが、計画等で１０年を越えて改定等が必要となっているものについて、各部局でチェックをしていただき、総合計画との整合性もとり、現状に沿った形に変えていく必要があると考えている。















